
2009年6月1日

4

第 1回定例会には、平成 21 年度予算関係 14 件、平成 20 年度補正予算関係 6件、条例関係 11 件、人事
案件 1件、その他案件 1件の合計 33 件が市長から上程され、請願として「戦争しないためにも “草の根 ”
の声を国会に送っていただく請願について」を提出しました。
「土岐市監査委員の選任同意について」では、泉町の田中靖彦さんを選任同意しました。
今定例会に上程されました予算関係、条例関係、その他の案件、請願の 33 件は、各常任委員会に付託され、

3月 2日、9日から 13 日まで、23 日に審査し、本会議において、すべて原案のとおり可決しました｡ また、
初日に 12 月議会で決算特別委員会に付託をしていました平成 19 年度一般会計、特別会計の決算についての
11 議案を認定しました。
請願については、第１常任委員会に付託され、審査の結果、不採択となり、本会議においても不採択とな

りました。

平成２１年第１回定例会報告平成２１年第１回定例会報告平成２１年第１回定例会報告

議　案　名 採決結果 議案の主な内容

平成 21 年度土岐市一般会計予算
賛成　15
反対　  1

総　額　　　　18,552,000 千円

平成 21 年度土岐市曽木地区市有林管理特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 544 千円

平成 21 年度土岐市下水道事業特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 3,331,191 千円

平成 21 年度土岐市交通災害共済特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 15,685 千円

平成 21 年度土岐市国民健康保険特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 5,972,447 千円

平成 21 年度土岐市自動車駐車場事業特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 69,518 千円

平成 21 年度土岐市老人保健特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 12,000 千円

平成 21 年度土岐市介護保険特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 3,758,896 千円

平成 21 年度土岐市農業集落排水事業特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 21,422 千円

平成 21 年度土岐市瑞浪市介護認定審査会特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 46,025 千円

平成 21 年度土岐市瑞浪市障害者自立支援認定審査会特別会計予算 全会一致 総　額　　　　 5,926 千円

平成 21 年度土岐市後期高齢者医療保険特別会計予算
賛成　15
反対　  1

総　額　　　　 1,013,396 千円

平成 21 年度土岐市病院事業会計予算 全会一致 総　額　　　　 8,127,362 千円

平成 21 年度土岐市水道事業会計予算 全会一致 総　額　　　　 2,443,100 千円

平成 20 年度土岐市一般会計補正予算 ( 第 5号 ) 全会一致
補正額　　　　 1,187,831 千円
定額給付金事業、地域活性化・
生活対策臨時交付金充当事業

平成 20 年度土岐市下水道事業特別会計補正予算 ( 第 1号 ) 全会一致
年度内完成が見込めないため
処理場整備工事委託の繰越し

平成 20 年度土岐市国民健康保険特別会計補正予算 ( 第 4号 ) 全会一致
補正額　　　　　　31,693 千円
保険財政共同安定化事業拠出金
の増額

平成 20 年度土岐市介護保険特別会計補正予算 ( 第 3号 ) 全会一致
補正額　　　　　　28,940 千円
介護従事者処遇改善臨時特例基
金への積立
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議　案　名 採決結果 議案の主な内容

平成20年度土岐市後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号) 全会一致
歳入の組み替え
高齢者医療制度円滑運営事業電
算処理委託の繰越し

土岐市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について 全会一致
夜間看護手当 4,300 円を 7,500
円に ( 夜間勤務時間を多様化し
たため )

土岐市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する
条例について

全会一致
人事院勧告に基づき , 勤務時間
を 1日 15 分短縮

土岐市個人情報保護条例及び土岐市企業立地促進条例の一部を改
正する条例について

全会一致
統計法の全部改正に伴う条文整
理

土岐市積立基金条例の一部を改正する条例について 全会一致 地域活性化対策基金新設のため

土岐市介護保険条例の一部を改正する条例について
賛成　15
反対　  1

介護保険料の改正及び介護報酬
改定に伴う保険料負担の緩和措
置を講ずるため

土岐市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例について 全会一致
介護報酬改定による介護保険料
上昇抑制のため基金の創設

土岐市・瑞浪市介護認定審査会の委員の定数を定める条例の一部
を改正する条例について

全会一致
医療分野における委員のうち医
師の定数を増やし円滑な運営を
図るため

土岐市水道事業給水条例の一部を改正する条例について
賛成　15
反対　  1

水道料金滞納金徴収業務を円滑
にするため

土岐市消防団中核拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例について

全会一致
下石分団中核拠点施設を設置す
るため

土岐市立病院使用料、手数料及び利用料徴収条例の一部を改正す
る条例について

全会一致
各医療保険者への診療報酬請求
期間と患者に対する診療費請求
期間を統一するため

土岐市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の変更
について

全会一致 委託料の減額のため

土岐市監査委員の選任同意について 全会一致 田中靖彦さんの選任同意

土岐市国民健康保険条例の一部を改正する条例について
賛成　15
反対　  1

国民健康保険法施行令の一部改正
等に伴う条文整理、介護納付金賦
課限度額を 10 万円にするため

平成 20 年度土岐市一般会計補正予算 ( 第 6号 ) 全会一致
補正額　　　　　　12,000 千円
土岐市プレミアム商品券事業補助

戦争をしないためにも〝草の根〟の声を国会に送っていただく請
願について

採択　 4
不採択12
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今
回
、
第
二
常
任
委
員
会
に
付
託
さ

れ
ま
し
た
議
案
は
、
予
算
関
係
七
件
、

補
正
予
算
関
係
三
件
、
条
例
関
係
一
件
、

そ
の
他
の
案
件
一
件
で
あ
り
ま
し
た
。

主
な
質
疑
・
答
弁
は
次
の
と
お
り
で
す
。

商
工
振
興
費
の
委
託
料
に
つ
い

て
、
Ｐ
Ｒ
事
業
と
し
て
マ
リ
ン
メ
ッ
セ

福
岡
で
の
販
路
開
拓
事
業
を
予
定
し
て

い
る
が
、
ど
こ
の
団
体
が
参
加
す
る
の

か
。

美
濃
焼
Ｐ
Ｒ
委
員
会
と
土
岐
市

陶
磁
器
工
業
協
同
組
合
連
絡
協
議
会
を

予
定
し
て
い
る
。

商
工
振
興
費
の
事
業
所
設
置
奨

励
金
に
つ
い
て
、
対
象
と
な
る
事
業
所

は
。

製
造
業
、
研
究
開
発
事
業
、
運

輸
・
倉
庫
業
な
ど
が
対
象
と
な
り
、
新

設
の
場
合
は
三
億
円
以
上
の
土
地
、
家

屋
等
を
投
資
し
た
企
業
で
あ
り
、
増
設

又
は
移
設
の
場
合
は
一
億
円
以
上
で
あ

る
。
中
小
企
業
と
研
究
開
発
事
業
で
は
、

新
設
の
場
合
は
五
千
万
円
以
上
、
増
設

又
は
移
設
の
場
合
は
三
千
万
円
以
上
で

あ
る
。
ま
た
、
常
時
雇
用
さ
れ
る
従
業

員
数
に
も
基
準
が
あ
り
、
新
設
の
場
合

は
二
十
人
以
上
、
増
設
又
は
移
設
の
場

合
は
増
加
数
が
十
人
以
上
、
中
小
企
業

と
研
究
開
発
事
業
で
は
、
新
設
の
場
合

は
五
人
以
上
、
増
設
又
は
移
設
の
場
合

は
増
加
数
が
三
人
以
上
と
な
っ
て
い
る
。

環
境
セ
ン
タ
ー
耐
用
度
調
査
の

内
容
、
期
間
及
び
予
算
は
。

内
容
と
し
て
は
ク
レ
ー
ン
、
焼

却
炉
本
体
、
通
風
、
排
ガ
ス
、
電
気
な

ど
各
設
備
の
磨
耗
度
、
消
耗
度
、
劣
化

度
な
ど
を
調
査
し
、
耐
用
度
を
測
る
も

の
で
、
期
間
と
し
て
は
三
ヶ
月
、
予
算

は
五
百
万
円
を
予
定
し
て
い
る
。

土
木
総
務
費
に
つ
い
て
、
五

斗
蒔
パ
ー
キ
ン
グ
ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
進
捗
状
況
は
。

随
時
協
議
を
進
め
て
い
る
が
、

国
に
対
す
る
借
地
、
管
理
問
題
、
ネ
ク

ス
コ
と
の
管
理
区
分
、
工
事
費
負
担
割

合
、
運
営
方
法
の
問
題
な
ど
、
詰
め
る

べ
き
事
項
は
多
く
あ
る
。
二
十
年
度
で

の
勉
強
会
を
二
十
一
年
度
に
は
準
備
会

へ
移
行
、
二
十
二
年
度
か
ら
工
事
着
工
、

二
十
三
年
に
は
社
会
実
験
の
開
始
予
定

で
あ
る
が
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
、

ス
マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
制
度
実

施
要
綱
の
改
正
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
動
向
を
注
視
し
て
行
く
。

河
合
地
区
の
区
画
整
理
予
定
区

域
内
の
計
画
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

平
成
二
十
一
年
度
に
調
査
設
計

を
行
い
、
そ
の
後
、
工
事
に
入
る
計
画

で
進
め
て
い
る
。

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
は
、

今
後
ど
う
推
移
し
て
行
く
か
。

平
成
二
十
年
度
の
予
算
を
基
に

算
出
す
る
と
、
平
成
二
十
五
年
度
か
ら

は
、
公
債
費
の
償
還
を
含
め
、
三
千
万

円
程
度
に
な
る
と
予
測
し
て
い
る
。

東
濃
用
水
の
料
金
の
見
通
し
と

可
児
市
か
ら
の
バ
イ
パ
ス
工
事
の
進
捗

状
況
は
。東

濃
用
水
と
加
茂
用
水
の
緊
急

時
連
絡
管
敷
設
工
事
は
、
平
成
二
十
四

年
度
完
成
予
定
で
、
そ
の
後
、
東
濃
用

水
の
二
重
管
計
画
が
あ
り
、
当
分
の
間
、

料
金
の
値
下
げ
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
条
例
改
正
に
よ
っ
て
、
給

水
停
止
を
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
を
想
定
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
市
民

へ
の
周
知
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

現
在
、
他
市
の
事
例
を
参
考
に

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
中
で
あ
る
が
、
停

止
ま
で
の
手
続
き
と
し
て
は
、
相
手
と

の
話
し
合
い
を
し
な
が
ら
、
ど
う
し
て

も
払
っ
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
に
、
給

水
停
止
予
告
書
を
渡
し
、
停
止
す
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
周
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
予
防
効
果

も
期
待
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

変
更
の
主
な
内
容
は
。

工
事
内
容
を
見
直
し
、
委
託

費
を
六
億
二
千
九
百
二
十
万
円
か
ら

五
億
一
千
六
十
万
円
に
変
更
す
る
も
の
。▲整備が進む緊急時連絡管園

☆
一
般
会
計
予
算

　
（
歳
出
の
部
所
管
部
分
）

第
二
常
任
委
員
会

☆
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会
計
予
算

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

☆
下
水
道
事
業
特
別
会
計
予
算

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁 ☆

水
道
事
業
会
計
予
算

☆
土
岐
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正

☆
土
岐
市
公
共
下
水
道
根
幹
的
施
設
の
建

設
工
事
委
託
に
関
す
る
協
定
書
の
変
更

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁
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第
一
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し

た
議
案
は
、
予
算
関
係
八
件
、
補
正
予

算
関
係
五
件
、
条
例
関
係
十
件
で
あ
り

ま
し
た
。
主
な
質
疑
・
答
弁
は
次
の
と

お
り
で
す
。

市
債
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年

度
か
ら
の
地
方
債
残
高
の
推
移
は
。

地
方
債
の
平
成
十
九
年
度
末
残

高
は
、
百
五
十
三
億
四
千
六
百
七
十
七
万

八
千
円
で
、
平
成
二
十
一
年
度
末
残
高
見

込
み
は
、
百
四
十
五
億
一
千
三
百
四
十
九

万
一
千
円
で
、
八
億
三
千
三
百
二
十
八
万

七
千
円
程
減
る
見
込
み
で
あ
る
。

地
籍
調
査
費
の
地
籍
調
査
事
業

委
託
料
に
つ
い
て
、
大
幅
な
減
額
に
な
っ

た
理
由
は
。

地
籍
調
査
事
業
を
行
う
市
町
村

が
増
え
て
い
る
こ
と
と
、
国
か
ら
県
へ

の
負
担
金
が
減
額
さ
れ
た
た
め
、
市
へ

の
割
り
当
て
分
が
減
額
に
な
っ
た
。

民
生
費
の
社
会
福
祉
費
に
つ
い

て
、
災
害
時
要
援
護
者
シ
ス
テ
ム
の
内

容
は
。

高
齢
者
や
障
が
い
者
を
災
害
か

ら
守
る
支
援
制
度
が
始
ま
る
。
そ
の
た

め
、
災
害
時
要
援
護
対
象
者
と
い
う
範

囲
を
決
め
、
申
請
書
を
発
送
し
、
登
録

の
同
意
を
得
て
、
台
帳
に
登
録
す
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。

老
人
福
祉
費
に
つ
い
て
、
敬
老

費
委
託
料
に
つ
い
て
、
今
年
の
事
業
内

容
は
。

二
十
一
年
度
か
ら
の
敬
老
会
は
、

八
十
歳
に
な
ら
れ
た
方
へ
の
記
念
品
贈

呈
と
九
十
歳
到
達
者
を
対
象
に
市
長
と

の
食
事
会
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

食
事
会
に
つ
い
て
は
、
送
迎
用
の
バ
ス
、

付
き
添
い
の
方
の
食
事
代
も
予
算
計
上

し
て
い
る
。

衛
生
費
の
予
防
費
に
つ
い
て
、

日
本
脳
炎
の
予
防
接
種
内
容
は
。

日
本
脳
炎
新
ワ
ク
チ
ン
開
発
に

伴
い
未
接
種
者
に
対
し
て
積
極
的
に
実

施
す
る
た
め
、
二
十
一
年
度
は
三
千
人

の
接
種
者
を
見
込
ん
で
い
る
。

基
金
を
繰
り
入
れ
て
保
険
料
を

抑
制
し
て
い
る
が
、
今
年
度
一
人
当
た

り
の
保
険
料
は
。

二
十
一
年
度
は
一
億
八
千
万
円

の
基
金
を
繰
り
入
れ
、
昨
年
度
の
予
算

に
比
べ
国
民
健
康
保
険
料
の
医
療
分
と

後
期
高
齢
者
支
援
金
分
の
合
計
で
二
千

百
四
十
七
円
の
増
、
介
護
納
付
金
分
は

千
九
十
一
円
の
減
で
あ
る
。

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
の

利
用
状
況
は
。

介
護
認
定
者
は
現
在
約
二
千
百

人
で
あ
る
。
実
際
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
方
は
千
七
百
人
か
ら
千

八
百
人
で
あ
り
、
利
用
し
て
い
な
い
方

が
概
ね
二
百
人
か
ら
三
百
人
い
る
。

介
護
認
定
の
調
査
項
目
が
見
直

し
さ
れ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た

の
か
。

今
ま
で
の
実
績
を
踏
ま
え
、
不

用
な
項
目
を
削
除
し
、
新
た
に
必
要
な

項
目
を
追
加
し
、
調
査
項
目
が
七
十
四

項
目
に
な
っ
た
。
ま
た
、
二
十
一
年
度

か
ら
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
よ
る
第

一
次
審
査
が
重
要
視
さ
れ
る
。

す
こ
や
か
健
診
に
つ
い
て
、
該

当
者
が
七
千
九
百
人
い
る
中
で
、
今
年

度
四
百
五
十
人
と
積
算
し
た
根
拠
は
。

二
十
年
度
の
受
診
見
込
み
数
を

考
慮
し
算
出
し
た
。
四
百
五
十
人
以
上

の
申
込
者
が
あ
っ
た
場
合
で
も
予
算
措

置
を
し
て
対
応
す
る
。

病
院
情
報
シ
ス
テ
ム
の
構
築
の

た
め
、
電
子
カ
ル
テ
を
導
入
す
る
が
、

シ
ス
テ
ム
の
内
容
は
。

医
師
が
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
か
ら
、

患
者
の
カ
ル
テ
を
検
索
し
、
受
診
後
の

検
査
、
処
方
箋
な
ど
は
画
面
上
で
指
示

し
、
処
方
箋
発
行
・
検
査
室
等
へ
連
動

し
て
い
る
。
ま
た
、
電
子
カ
ル
テ
に
レ

ン
ト
ゲ
ン
写
真
等
の
画
像
、
検
査
結
果
、

薬
剤
の
投
与
状
況
な
ど
も
リ
ン
ク
し
、

院
内
業
務
が
電
子
カ
ル
テ
と
連
動
し
て

一
元
管
理
で
き
る
。

看
護
師
の
勤
務
体
制
が
ど
う
変

わ
る
の
か
。

現
在
は
三
交
代
制
で
シ
フ
ト
し

▲ 21 年度から構築される電子カルテシ
ステム（総合病院の現在のカルテ庫）

☆
一
般
会
計
予
算
（
歳
入
の
部
全
部
、
歳

出
の
部
所
管
部
分
、そ
の
他
所
管
部
分
）

第
一
常
任
委
員
会

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

☆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

☆
土
岐
市
・
瑞
浪
市
介
護
認
定
審

査
会
特
別
会
計
予
算

☆
病
院
事
業
会
計
予
算

☆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
特
別
会
計
予
算

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

質
疑

答
弁

☆
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

答
弁

☆
土
岐
市
職
員
特
殊
勤
務
手
当

　

支
給
条
例
の
一
部
改
正

質
疑

答
弁



2009年6月1日

8

て
い
る
が
、
本
人
の
意
思
に
よ
り
、
三

交
代
制
と
二
交
代
制
の
ど
ち
ら
か
を
選

択
出
来
る
勤
務
体
制
に
な
る
。

保
険
料
が
平
成
二
十
三
年
度
に

は
、
四
万
二
千
八
百
円
に
な
る
と
の
こ

と
だ
が
、
そ
の
算
出
根
拠
は
。

第
四
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を

作
成
し
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
も
含
め
、

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
二
十
三
年
度
ま

で
の
保
険
給
付
総
額
と
保
険
対
象
者
を

求
め
、
そ
こ
か
ら
計
算
し
て
算
出
し
て

い
る
。

現
在
の
審
査
会
委
員
の
構
成
と

九
名
増
員
と
す
る
目
的
は
。

現
在
の
委
員
構
成
は
、
医
療
分

野
か
ら
二
十
四
人
、
保
健
分
野
か
ら
十

五
人
、
福
祉
分
野
か
ら
十
一
人
の
合
計

五
十
人
で
あ
る
。
増
員
の
目
的
は
、
委

員
が
ス
ム
ー
ズ
に
交
代
で
き
る
体
制
を

整
え
る
た
め
で
あ
る
。

入
院
患
者
に
対
し
て
診
療
費
の

請
求
が
月
二
回
か
ら
一
回
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
請
求
額
が
高
く
な
る
よ
う

に
感
じ
る
。
そ
の
対
策
は
。

短
期
入
院
患
者
は
、
医
療
費
の

請
求
が
小
額
の
た
め
問
題
な
い
が
、
長

期
入
院
患
者
は
、
高
額
療
養
費
に
該
当

す
る
方
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
窓
口
で

支
払
う
金
額
を
自
己
負
担
の
限
度
額
ま

で
に
で
き
る
限
度
額
適
用
認
定
証
の
申

請
交
付
を
勧
め
て
い
る
。
ま
た
、
入
院

さ
れ
る
方
に
案
内
チ
ラ
シ
や
病
棟
内
に

ポ
ス
タ
ー
を
貼
り
周
知
し
て
い
る
。

戦
争
を
し
て
は
い
け
な
い
思
い

は
誰
に
も
あ
る
。
治
安
維
持
法
で
処
罰

さ
れ
た
人
た
ち
だ
け
が
戦
争
犠
牲
者
で

は
な
く
、
国
民
全
員
が
犠
牲
者
で
あ
る
。

趣
旨
は
よ
く
分
か
る
が
、
治
安

維
持
法
の
犠
牲
者
だ
け
と
い
う
考
え
は

い
か
が
な
も
の
か
。

市
民
の
中
に
関
係
者
の
方
が
お

ら
れ
た
経
緯
も
あ
り
同
感
す
る
。

子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
対
象

と
期
限
及
び
所
得
制
限
は
。

平
成
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
平

成
十
七
年
四
月
一
日
の
間
に
生
ま
れ
た
、

第
二
子
以
降
の
児
童
が
対
象
で
、
二
十

年
度
の
単
年
度
事
業
で
あ
る
。
ま
た
、

所
得
制
限
は
設
け
な
い
。

介
護
報
酬
が
三
パ
ー
セ
ン
ト
上

が
る
こ
と
で
、
介
護
保
険
料
へ
の
影
響

は
。

今
回
の
介
護
従
事
者
処
遇
改
善

臨
時
特
例
交
付
金
を
充
て
、
介
護
保
険

料
の
上
昇
を
抑
え
て
い
く
。

今
後
、
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
事

業
が
あ
っ
た
場
合
も
、
事
務
費
を
百
％

補
助
で
行
う
の
か
。

要
綱
な
ど
を
作
成
し
て
実
施
し

て
お
り
、
百
％
補
助
は
今
回
限
り
と
し

て
い
る
。

平
成
二
十
年
第
五
回
定
例
会
で
提
案

さ
れ
ま
し
た
決
算
（
一
般
会
計
・
特
別

会
計
）
の
認
定
に
つ
い
て
、
平
成
二
十

一
年
一
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
ま
で
同

委
員
会
を
開
催
し
、
審
査
を
行
い
ま
し

た
。
主
な
質
疑
・
答
弁
は
次
の
と
お
り

で
す
。

市
税
不
納
欠
損
額
に
つ
い
て
、

「
滞
納
処
分
す
べ
き
財
産
が
な
い
」
に
該

当
す
る
事
由
で
処
分
さ
れ
た
金
額
が
一

億
円
以
上
、
全
体
の
約
七
割
で
あ
る
。

昨
年
度
よ
り
大
幅
な
増
額
に
な
っ
た
要

因
と
調
査
方
法
は
。

地
場
産
業
の
低
迷
が
原
因
で
、

平
成
十
九
年
度
は
大
口
破
産
事
件
の
終

了
に
伴
い
、
欠
損
額
が
増
え
た
。
調
査

方
法
は
、
該
当
す
る
事
由
が
千
差
万
別

の
た
め
、
一
件
、
一
件
状
況
に
応
じ
て

担
税
力
を
調
べ
、
総
合
的
に
判
断
し
て

い
る
。

徴
収
に
つ
い
て
、
税
務
課
は
徴

収
員
を
確
保
し
て
実
績
を
上
げ
て
い
る
。

他
の
部
署
は
ど
の
よ
う
な
手
立
て
を
考

え
て
い
る
か
。

現
在
は
担
当
職
員
・
徴
収
員
が

中
心
に
徴
収
し
て
い
る
。
今
後
の
厳
し

い
財
政
状
況
を
か
ん
が
み
、
集
約
的
な

シ
ス
テ
ム
な
ど
を
含
め
て
幅
広
く
検
討

し
て
い
き
た
い
。

決
算
特
別
委
員
会

☆
平
成
二
十
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
六
号
）
中
、
歳
入
の
部
・
そ
の
他

所
管
部
分
に
つ
い
て

☆
平
成
十
九
年
度
土
岐
市
一
般
会
計

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

☆
土
岐
市
・
瑞
浪
市
介
護
認
定
審

査
会
の
委
員
の
定
数
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正

☆
土
岐
市
立
病
院
使
用
料
、
手
数
料
及

び
利
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正

質
疑

答
弁

☆
二
十
一
請
願
第
一
号　

戦
争
を
し
な
い

た
め
に
も
〝
草
の
根
〞
の
声
を
国
会
に

送
っ
て
い
た
だ
く
請
願
に
つ
い
て

意
見

質
疑

答
弁

意
見

質
疑

答
弁

答
弁☆

平
成
二
十
年
度
土
岐
市
介
護
保
険
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
三
号
）

質
疑

☆
土
岐
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

質
疑

答
弁

意
見☆

平
成
二
十
年
度
土
岐
市
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
五
号
）
中
、
歳
入
の
部

全
部
・
歳
出
の
部
所
管
部
分
・
そ
の

他
所
管
部
分
に
つ
い
て

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁

質
疑

答
弁


